
 

 

議案第４号 

教育職員手当等支給規則中改正について 

 教育職員手当等支給規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和５年３月２日提出 

                      横須賀市教育委員会 

教育長 新 倉    聡  

   教育職員手当等支給規則の一部を改正する規則 

 教育職員手当等支給規則（昭和34年横須賀市教育委員会規則第２号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第１号の表以外の部分中「再任用教育職員（地方公務員法（昭和25年

法律第 261号）第28条の４第１項及び第28条の５第１項の規定により採用され

た教育職員」を「定年前再任用短時間勤務教育職員（給与条例第３条第４項に

規定する定年前再任用短時間勤務教育職員」に改め、同条第２号の表以外の部

分中「再任用教育 職 員」を「定年前再 任 用短時間勤務教育 職 員」に、「とす

る」を「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年横須賀市条例第

９号。以下「勤務時間条例」という。）第２条第２項の規定により定められた

その者の勤務時間を同条第１項に規定する教育職員の勤務時間で除して得た数

を乗じて得た額とする」に改め、同条第３号を削る。 

 第３条第３項、第４条第２項及び第５条第４項中「地方公務員法第28条の５

第１項に規定する短時間勤務の職を占める教育職員」を「定年前再任用短時間

勤務教育職員」に改める。 

 第５条の３第６号を削り、同条第７号中「地方公務員法第28条の５第１項に

規定する短時間勤務の職を占める教育職員 前号の規定による額」を「定年前

再任用短時間勤務教育職員 別表第２定年前再任用短時間勤務教育職員の項に

掲げる額のうち、その者の属する職務の級に応じた額」に改め、「同条第１項

に」の次に「規定する教育職員の」を加え、同号を同条第６号とする。 

 第５条の６第２項中「 146号給」を「 144号給」に、「 145号給」を「 143

号給」に改める。 

 附則に次の１項を加える。 

（給与条例附則第７項の規定の適用を受ける教育職員の支給額） 

８  給与条例附則 第 ７項の規定の適用 を 受ける教育職員に 対 する第２条第１

号、第３条第２項、第５条の３第１号から第４号まで及び第６条の規定の適

用については、第２条第１号、第３条第２項及び第６条中「とする」とある
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のは「に 100分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数が生じたと

きはこれを切り捨て、50円以上 100円未満の端数が生じたときはこれを 100

円に切り上げるものとする。）とする」と、第５条の３第１号から第４号ま

での規定中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に 100分の70を乗じて得た額

（当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上 100

円未満の端数が生じたときはこれを 100円に切り上げるものとする。）」と

する。 

 別表第１及び別表第２中「再任用教育職員以外」を「定年前再任用短時間勤

務教育職員以外」に、「再任用教育職員」を「定年前再任用短時間勤務教育職

員」に改める。 

   附  則  

１  この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並びに市立中学校の任期付教育職

員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年横須賀市条例第54

号。以下「令和４年改正条例」という。）附則第５項に規定する暫定再任用

教育職員（以下単に「暫定再任用教育職員」という。）に係る管理職手当の

額は、改正後の第２条の規定にかかわらず、同条第２号の表の職務の級の欄

の区分に応じ、それぞれ当該管理職手当の額の欄に定める額とする。 

３ 暫定再任用教育職員に係る義務教育等教員特別手当の額は、改正後の第５

条の３の規定にかかわらず、改正後の別表第２定年前再任用短時間勤務教育

職員の項に掲げる額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。 

４ 令和４年改正条例附則第６項に規定する暫定再任用短時間勤務教育職員に

ついては、定年前再任用短時間勤務教育職員とみなして、改正後の第２条第

２号、第３条第３項、第４条第２項、第５条第４項及び第５条の３第６号の

規定を適用する。 

 

 

 

（提案理由） 

 地方公務員法の改正（令和３年法律第63号）に伴い、職員の定年の引上げに

関して必要な事項を定めること、神奈川県の教育職員に準じて、教育職員の期

末手当基礎額等の加算に係る規定を改めることと、所要の条文整備をするため、

この規則を改正する。 
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